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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１対象物を第２対象物に固定する方法であって、
　第１材料を含む前記第１対象物（５）を準備し、第２材料を含む前記第２対象物（１）
を準備するステップを含み、
　　前記第１材料は、固体であり、熱可塑性を有し、前記第２材料は、固体であり、液化
状態の前記第１材料によって浸透可能であり、前記第２対象物は、端面を有し、
　　前記第２対象物は、前記端面に口を有する開口（２）をさらに備え、前記開口は、開
口軸および深さを有し、前記第１対象物は、長さを有する挿入部（６）をさらに備え、
　　前記開口（２）と前記挿入部（６）は、前記挿入部（６）が前記開口（２）内に配置
されるように互いに構成され、前記第１材料および前記第２材料は、互いに対して押し付
けられ得る挿入部（６）および開口（２）の対向面領域（１８，１９）の少なくとも一部
を構成し、
　前記挿入部が少なくとも部分的に前記開口に挿入されている間に、前記第２対象物に締
め付け力を適用するステップを含み、
　　前記締め付け力は、対向面（３）に作用する締め付け要素（２１，２２，２５）の間
に作用し、前記締め付け力を適用するときに、前記開口が前記対向面の間に位置するよう
に配置され、前記締め付け力は、前記開口軸に非平行な方向に作用し、
　前記第１材料の少なくとも部分的な液化に適するエネルギーを、前記対向面領域の近傍
に位置する前記第１材料の液化および前記第１材料と前記第２材料の相互浸透に十分な量
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および時間で、前記対向面領域の近傍に供給することによって、前記第１対象物の前記挿
入部（６）を前記開口（２）内に固定するステップと、
　前記固定するステップの間に液化された前記第１材料が再凝固するのに十分な時間で、
エネルギーの供給を停止するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記締め付け力を適用するステップは、少なくとも前記固定するステップの初期段階中
に行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記開口（２）と前記挿入部（６）は、前記挿入部（６）が締り嵌めによって前記開口
（２）内に配置されるように互いに構成され、
　前記挿入部（６）と前記開口（２）の対向面領域は、締り嵌めで互いに対して押し付け
られる、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記挿入部（６）を前記開口（２）内に配置し、前記固定するステップの前に干渉力を
適用することによって、前記締り嵌めを形成するステップをさらに含む、請求項３に記載
の方法。
【請求項５】
　前記締め付け力を適用するステップは、少なくとも前記締まり嵌めを形成するステップ
の初期段階中に行われる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記締め付け力を適用するステップは、前記締まり嵌めを形成するステップの間に連続
的に行われ、少なくとも前記固定するステップの初期段階中にも連続的に行われる、請求
項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２対象物（１）は、２つの幅広い表面（３）と前記幅広い表面の間の幅狭い側面
（４）とを規定する板状部を有し、
　前記端面は、前記板状部の前記幅狭い側面である、請求項１～６のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項８】
　前記締め付け力の方向は、前記開口軸に垂直である、請求項１～７のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項９】
　前記締め付け力は、前記締め付け要素（２１）に圧力を与えるガスまたは流体の圧力を
制御することによって、制御される、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　締め付け圧力が０．４Ｎ／ｍｍ２を超える、請求項１～９のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１１】
　前記固定するステップにおいて、供給された前記エネルギーは、機械振動エネルギーで
ある、請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記締め付け力は、一定であり、または制御された時間依存性のプロファイルに従い、
　好ましくは、前記締め付け力（Ｆｃ）は、干渉力（Ｆｉ）が低減された後に解除される
ように制御される、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記締め付け力は、前記締め付け要素（２１，２２）を相対的な定位置に保持すること
によって適用される、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　第１レバーアーム（６１．１）と第２レバーアーム（６１．２）とを含み、前記締め付
け要素（２１）の少なくとも一方に連結される屈曲レバーを制御することによって、前記
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締め付け要素（２１，２２）を相対的な定位置に保持するステップを含む、請求項１３に
記載の方法。
【請求項１５】
　前記締め付け要素（２１，２５）の少なくとも一方に対して、締め付けの間に前記締め
付け要素と前記締め付け要素に押し付けられている前記第２対象物の表面との間の境界面
の面積である締め付け面（４２）の面積が、押し付けられている前記表面（３）の５分の
１またはそれよりも小さく、好ましくは１０分の１またはそれよりも小さい、請求項７に
記載の方法。
【請求項１６】
　前記締め付け要素（２１，２５）の少なくとも一方に対して、締め付け面（４２）の面
積が、前記締め付け力の方向に垂直な平面上の投影で見る場合、最大で前記挿入部の面積
の２０倍、好ましくは１５倍であり、前記締め付け力の方向に垂直な平面上の投影で見る
場合、好ましくは最小で前記挿入部の前記面積の１．５倍または２．５倍である、請求項
１～１５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第２対象物は、複数の開口（２）を有し、
　前記第１対象物（５）を準備するステップは、対応する数の第１対象物（５）を準備す
るステップを含み、
　前記締め付け力を適用するステップは、前記締め付け力を前記開口（２）に個別に、同
時にまたは順番に適用するステップを含む、請求項１～１６のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１８】
　前記固定するステップの前に、前記挿入部（６）を少なくとも部分的に前記開口（２）
内に挿入するステップを含み、
　前記固定するステップの間に、前記第２対象物（１）は、前記挿入するステップの間に
と実質的に同一の位置にある、請求項１～１７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記挿入部（６）を少なくとも部分的に前記開口（２）内に挿入するステップと、
　前記挿入するステップの後且つ前記固定するステップの前に、前記第２対象物を挿入台
から固定台に移動させるステップとをさらに含む、請求項１～１７のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項２０】
　前記挿入部（６）を少なくとも部分的に前記開口（２）内に挿入するステップの間に前
記締め付け力を適用するステップと、
　少なくとも前記固定するステップが開始するまで、又は前記固定するステップの少なく
とも一部の間に、適用された前記締め付け力を維持するステップとを含む、請求項１９に
記載の方法。
【請求項２１】
　前記締め付け力を適用するステップにおいて、前記締め付け力の２つの締め付け要素（
２１，２２，２５）は、前記開口が前記締め付け要素の間に位置するように、対向して配
置される、請求項１～２０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記第２材料は、繊維状材料、多孔性材料、浸透可能な表面構造を含む材料、および圧
力を適用したときに浸透に抵抗しない材料のうち１つである、請求項１～２１のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記第２材料は、チップボード、木材、繊維板、合板および段ボールのうち１つである
、請求項１～２２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第１材料は、少なくとも０．５ＧＰａの弾性係数を有する熱可塑性ポリマを含む、
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請求項１～２３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２５】
　請求項１～２４のいずれか１項に記載の方法を実施するための機械であって、
　前記挿入部（６）を少なくとも部分的に前記開口（２）内に挿入することができる挿入
機構と、
　固定するステップのために、前記第１材料の液化に適するエネルギーを前記第１対象物
（５）または前記第２対象物（１）もしくは両者に供給することができる固定ツール（１
１）と、
　挿入する間または固定する間もしくは両方の間に、前記締め付け力を前記第２対象物（
１）に適用することができる締め付け機構（２１，２２，２５）とを備える、機械。
【請求項２６】
　前記機械は、別々に設けられた挿入台（８１）と固定台（８２）とを備え、
　前記締め付け機構は、少なくとも前記固定台に前記締め付け力を適用することができる
、請求項２５に記載の機械。
【請求項２７】
　前記機械は、同一の台に挿入するステップおよび固定するステップを行うように構成さ
れている、請求項２６に記載の機械。
【請求項２８】
　前記機械は、前記第１対象物（５）を挿入に適する位置に保持するように構成された把
持装置（７１）をさらに備え、
　前記固定ツール（１１）は、前記第１対象物（５）を隣接する前記把持装置（７１）に
接触させ、且つ前記挿入部（６）を前記開口（２）に挿入するように構成される、請求項
２７に記載の機械。
【請求項２９】
　前記機械は、対応する締め付け部位の数を規定する複数の締め付け要素を備え、
　前記締め付け部位間の距離が調整可能である、請求項２５～２８のいずれか１項に記載
の機械。
【請求項３０】
　前記締め付け要素（２１）の少なくとも一方は、前記締め付け力を解除した後、前記第
２対象物（１）から前記締め付け要素（２１）の取り外しを容易にするように構成された
非粘着性構造（３２，３５）を備え、
　前記非粘着性構造は、好ましくは、例えば低摩擦材料で作られた非粘着性パッド（３２
）、および／または、前記締め付け要素（２１）と前記第２対象物（１）との間の位置に
解除ガスを供給するためのガス供給源（３５）を含む、請求項２５～２９のいずれか１項
に記載の機械。
【請求項３１】
　前記機械は、前記締め付け要素（２１）を減衰させるために、加圧ガスシリンダ（１６
）または油圧シリンダなどの加圧流体シリンダをさらに備える、請求項２５～３０のいず
れか１項に記載の機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の分野
　本発明は、機械工学および製造の分野に属し、２つの対象物を連結する方法に関する。
２つの対象物のうち、第１対象物は、挿入部を含み、他方の対象物は、開口を含む。２つ
の対象物を連結するために、挿入部は、開口内に固定される。固定領域において、一方の
対象物は、熱可塑性固体材料を含み、他の対象物は、液化された熱可塑性材料によって浸
透可能な固体材料を含む。第２対象物の浸透性材料は、例えば、繊維状または多孔性であ
り、特に木材、チップボードなどの木質材料である。第２対象物は、板材であってもよく
、開口は、板材の狭い側面に設けられた開口であってもよい。
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【背景技術】
【０００２】
　発明の背景
　例えば、ＷＯ９６／０１３７７（Createc社）、ＷＯ９８／０４２９８８（Woodwelding
社）、ＷＯ２００６／００２５６９（Woodwelding社）、またはＷＯ２００８／０８０２
３９から知られているように、第１手法は、熱可塑性材料を含む挿入体を繊維状または多
孔性材料、例えばチップボードまたは木材に固定する。このような固定を行うために、開
口に対して挿入体を配置した後、機械振動、特に超音波振動、および挿入体を開口に押し
付けるための力を挿入体に同時に適用する。挿入体を配置するステップにおいて、関連す
る力が適用されず、すなわち、振動エネルギーを適用する時に、配置された挿入体は、自
由に振動する、または挿入体を繊維状または多孔性材料に押し付ける力によって後者にエ
ネルギーを伝達する。振動および力を適用するステップにおいて、熱可塑性材料は、少な
くとも繊維状または多孔性材料と接触する箇所で摩擦熱により液化され、開口壁の繊維状
または多孔性材料に浸透し、再凝固すると、繊維状または多孔性材料とポジティブフィッ
ト連結を形成する。
【０００３】
　代替的な第２手法によれば、（熱可塑性材料によって浸透可能な第２材料を含む）第２
対象物は、深さを有する開口を含むように用意され、（熱可塑性固体材料である第１材料
を含む）第１対象物は、長さを有する挿入部を含むように用意され、開口および挿入部は
、挿入部が締り嵌めによって開口内に配置されるように互いに構成される。この場合、第
１材料および第２材料は、締り嵌めで互いに押し付けている挿入部および開口の対向面の
少なくとも一部を構成する。また、挿入部を開口に配置し、干渉力を適用することによっ
て、締り嵌めを形成することができる。その後、第１材料の少なくとも部分的な液化に適
するエネルギーを、対向面領域の近傍に位置する第１材料の液化および第１材料と第２材
料の相互浸透に十分な量および時間で、対向面領域の近傍に供給することによって、挿入
部を開口内に固定し、固定するステップ中に液化された第１材料が再凝固するのに十分な
時間で、エネルギーの供給を停止する。エネルギーは、機械的な振動エネルギー、特に超
音波振動であってもよい。
【０００４】
　特に、（固定するステップの前に締り嵌めを形成する）代替的な第２手法だけではなく
、第１手法の特定の実施形態において、例えばＷＯ２００８／０８０２３９に記載されて
いるように、振動および力を適用するステップの間に、やや大きめの挿入体部分が開口内
に押し込まれるため、第２対象物は、干渉力に起因する大きな機械負荷を受ける可能性が
ある。アンビルの浸透可能な材料または場合によって他の材料の組成に応じて、固定する
ステップの前に、挿入部を開口に導入することによって、亀裂または他の損傷（例えば、
部分剥離）を引き起こす危険性がある。第２対象物が少なくとも部分的に板状であり且つ
開口が板材の幅狭い側面に設けられた場合、特に開口の寸法と板材（板材の一部）の厚さ
が同様位数の大きさを有する場合、開口と幅広い表面との間に存在する浸透可能な材料が
少なくなるため、このような損傷が発生する危険性が特に高くなる。同様のことは、必ず
しも板状でなく、開口と側面との間の距離が比較的小さく、例えば開口の直径の１倍また
は２倍以下である対象物にも適用する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　発明の概要
　本発明の目的は、上述した第１手法または第２手法に基づき、２つの対象物を連結し、
挿入部がわずかに大きめの断面を有する場合に、挿入部を開口に挿入することによって第
２対象物に損傷を引き起こす危険性を最小限に抑える方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本発明の一態様によれば、第１対象物を第２対象物に固定する方法が提供される。この
方法は、
　第１材料を含む第１対象物を準備し、第２材料を含む第２対象物を準備するステップを
含み、第１材料は、固体であり、熱可塑性を有し、第２材料は、固体であり、液化状態の
第１材料によって浸透可能であり、第２対象物は、端面を有し、第２対象物は、端面に開
口をさらに備え、開口は、開口軸を有し、第１対象物は、挿入部をさらに備え、
　開口と挿入部は、挿入部が開口内に配置されるように互いに構成され、第１材料および
第２材料は、互いに対して押し付けられ得る挿入部および開口の対向面領域の少なくとも
一部を構成し、
　挿入部が少なくとも部分的に開口に挿入されている間に、第２対象物に締め付け力を適
用するステップを含み、
　締め付け力は、締め付け要素の間に作用し、締め付け力を適用するときに、開口が締め
付け要素の作用を受ける対向面の間に位置するように配置され、締め付け力は、開口軸に
非平行な方向に作用し、
　第１材料の少なくとも部分的な液化に適するエネルギーを、対向面領域の近傍に位置す
る第１材料の液化および第１材料と第２材料の相互浸透に十分な量および時間で、対向面
領域の近傍に供給することによって、第１対象物の挿入部を開口内に固定するステップ、
　固定するステップ中に液化された第１材料が再凝固するのに十分な時間で、エネルギー
の供給を停止するステップを含む。
【０００７】
　この場合、固定するステップの間に、または固定するステップの前に（例えば、締り嵌
めを形成するステップの間に、特に挿入部を開口に挿入することによって締り嵌めを形成
するステップの間に）、または両方の間に、締め付け力を適用することができる。
【０００８】
　締め付け力を適用することによって、締り嵌めが第２対象物に機械負荷を適用する時間
の少なくとも一部の時間に、第２対象物が締め付け力によって支持されているため、第２
対象物に亀裂が発生する危険性を低減する。また、締め付け力は、第２対象物に可視膨張
が発生する危険性を低減する。
【０００９】
　従来技術において、締め付けは、対象物を保持するために、例えば対象物を移送するた
めに使用される。本発明は、対象物を無傷に保つために、締め付け力を具体的に、例えば
局所的に適用することを提案する。このため、特に、開口内に挿入部を固定および／また
は挿入する時間および空間の相関関係に従って、締め付け力を適用することができる。
【００１０】
　実施形態において、開口および挿入部は、挿入部が締り嵌めで挿入されるように互いに
構成される。
【００１１】
　開口と挿入部とが互いに締り嵌め（圧入嵌め）を形成するような寸法に構成されること
は、挿入部が開口に比べて少なくとも局所的に大きめであることを意味する。よって、挿
入部が開口内に所望の位置に挿入されるときに、挿入部と開口壁との間に少なくとも局所
的な圧力、すなわち、挿入部および／または開口壁の間に弾性的圧縮をもたらす。この場
合、第１材料および第２材料は、この圧縮領域の少なくとも一部で、互いに対向するよう
に配置される。
【００１２】
　挿入部が締り嵌めによって開口内に配置されるように挿入部および開口を互いに構成す
るという特徴は、上述した第２手法に従って、固定するステップを行う前に、締り嵌めを
形成するために使用されてもよいが、必ずしも使用される必要がない。したがって、この
方法は、挿入部を開口内に配置して干渉力を適用することによって締り嵌めを形成するス
テップをさらに含む。締り嵌めを形成するステップの後に、挿入部を固定するステップが
行われる。
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【００１３】
　最初に締り嵌めを形成する選択的なステップにおいて、挿入部は、開口内の所望の位置
に配置され、上述した締り嵌めによって保持される。締り嵌めを達成するために、すなわ
ち、挿入部と開口壁との間に圧縮を生成するために、挿入部を小さめの開口に押し込むま
たは開口壁部を挿入部に締め付けるための干渉力が必要である。干渉力の大きさは、実質
的に締り嵌めの強度および面積に対応しており、主に２つの材料の一方または両方の圧縮
性に依存し、挿入部および開口の相対的な寸法に制限される。
【００１４】
　代替的な実施形態において、固定するステップの前に締り嵌めを形成しないが、挿入部
が締り嵌めによって開口内に配置されるように、挿入部および開口を互いに構成するとい
うことは、挿入部を開口内にさらに押し込む場合に、締り嵌めが形成され得ることを暗示
している。これらの実施形態において、固定するステップの前に、挿入部は、実質的な力
が必要しない程度に開口に対して配置される。固定するステップの間に、挿入部と開口の
対向面が互いに接触するまで、例えば、挿入部を開口にさらに押し込むことによって、開
口に対して挿入部をさらに移動させる。それと同時に、第１材料の一部が液化される。こ
れらの代替の実施形態は、上述した第１手法に基づいている。
【００１５】
　さらなるグループの実施形態において、挿入部は、開口に比べて大きめに構成されず、
すなわち、挿入部および開口は、締り嵌めを形成するように互いに構成されていない。こ
れらの実施形態において、固定は、挿入部の遠位に面する端面を開口の底部および／また
は肩部および／またはテーパ部に押し付けることによって行われる。すなわち、対向する
表面は、開口の底部および／または肩部および／またはテーパ部およびそれらに押し付け
られる挿入部の対応部分である。
【００１６】
　これらのさらなるグループの実施形態において、挿入部が開口内に押し込まれると同時
に液化するため、開口に静圧が蓄積され、締め付け力が第１対象物に適用されるこの静圧
の悪影響を相殺することができるため、本発明による方法は、有利であり得る。
【００１７】
　実施形態において、第２対象物は、２つの幅広い表面と幅広い表面の間の幅狭い側面と
を規定する板状部を有し、開口を有する上記端面は、板状部の幅狭い側面である。特に、
第２対象物は、チップボード、繊維板、例えば、高密度繊維板（ＨＤＦ）および中密度繊
維板（ＭＤＦ）、または木材などの木質材料からなる板材であってもよい。本明細書にお
いて、「チップボード」を用いて、任意形状の木材粒子を接着剤と混合することによって
製造され、製品の形状に関係なく、例えば配向性のストランドボードを含む任意の複合材
を指す。
【００１８】
　実施形態において、締め付け力は、開口軸に垂直であり、すなわち、開口は、締め付け
力に垂直な平面に沿って延在する。開口軸が延在するこの平面は、特に板材の幅広い表面
、すなわち板材の平面に平行であってもよい。
【００１９】
　締め付け力は、一定な力であってもよく、または制御された（予め決定されたまたは測
定されたパラメータに依存する）時間依存性プロファイルに従って、例えば適切な圧縮装
置および場合によっては（バルブなどを含む）調節装置によって駆動される加圧空気に基
づく機構によって適用される力であってもよい。これらの実施形態は、正確な制御を行う
ことができ、変化する条件（例えば、材料の組成または要素の寸法に関する変更）に容易
に適応できるという利点を有する。
【００２０】
　実施形態において、締め付け力の適用は、エネルギーの供給および／または挿入と協調
して行われる。多くの実施形態において、供給されたエネルギーが挿入部の少なくとも一
部を液化するのに十分であり、よって、締り嵌め（もしあれば）により生成された圧力が
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実質的に解除されるまで、締め付け力が維持される。
【００２１】
　代替的には、締め付けステップの間に、例えば機械的ロック機構により、締め付け要素
を相対的な定位置に保持することによって、締め付け力を適用することができる。適切な
機械的ロック機構の実施形態は、屈曲レバーまたは類似物を含む。
【００２２】
　締め付け要素を相対的な定位置に保持することを特徴とする実施形態は、締め付け力を
得るために追加のエネルギーを供給する必要がないため、構成が非常に簡単になり、且つ
締め付け力が自動的に状況に適応するという利点を有する。第２対象物上により大きな拡
張力を有する構成（例えば、開口に比べて、挿入部の直径が特に大きい場合）において、
膨張する傾向がより大きくなるが、締め付け要素が一定の距離に保持されているため、締
め付け力が必要に応じて自動的に大きくなるであろう。
【００２３】
　締め付け要素は、対向する締め付け顎であってもよい。代替的には、締め付け要素の一
方は、支持体（例えば、製造機械のパネル／テーブル）であってもよく、他方は、支持体
に対して押圧／保持されるように構成されてもよい。
【００２４】
　一グループの実施形態において、締め付け要素の少なくとも一方の締め付け面の面積（
すなわち、締め付け時、各締め付け要素とこの締め付け要素に押し付けられている表面と
の間の境界面の面積）は、例えば、締め付け要素が押し付けている表面（第２対象物が板
状である場合に、幅広い表面）の５分の１若しくはそれよりも小さく、または１０分の１
若しくはそれよりも小さくてもよい。
【００２５】
　締め付け面が挿入部を概ね覆うだけでよいことは、分かっている。すなわち、締め付け
力の方向に沿った投影において、締め付け面の寸法は、対応する挿入部の寸法に比べて遥
かに大きくする必要がない。実施形態において、締め付け面は、対応する挿入部の寸法に
比べて僅かに大きく、例えば、締め付け面の横方向延在（開口軸に垂直な延在）が挿入部
の直径の１．５～８倍または２～５倍であり、締め付け面の長手方向延在（開口軸に平行
な延在）が挿入部の長さの約１．２～３倍または１．５～２．５倍である。上記条件を締
め付け要素の少なくとも一方に適用する場合、締め付け面の面積は、締め付け力の方向に
垂直な平面上の投影で見る場合、最大で挿入部の面積の４０倍、好ましくは２０倍、例え
ば１５倍であり、最小で挿入部の面積の１．５倍または２．５倍である。
【００２６】
　本発明者らは、損傷の防止に必要な決定要素が押圧力ではなく、機械圧力であることを
見出した。締め付け面の面積を比較的小さくすることによって、一定の機械圧力を維持す
るのに必要な押圧力は、比較的小さくなる。第２対象物としてのチップボード（パネル）
および直径が約１０ｍｍの挿入部を有する実施形態において、好ましくは、圧力は、少な
くとも約０．３または０．４Ｎ／ｍｍ２であることが判明された。
【００２７】
　さらに、締め付け面の面積を比較的小さくすることによって、締め付け要素の可動質量
が比較的小さくなり、高速処理においてさらなる利点をもたらすことができる。高すぎる
締め付け要素のモーメントによる非常に大きな衝撃を受けないように板材を保護しながら
、操作を加速することができる。
【００２８】
　特に、複数の第１対象物を固定するために、第２対象物は、複数の部位に（例えば、第
２対象物が板状の断面を有する場合、幅狭い側面に互いに離間して）設けられた複数の開
口を備えてもよい。これによって、締め付け力は、２つ以上の部位に亘って延在する大き
な締め付け金具によって適用されるではなく、各部位に個別に適用される。特に、締め付
け力を適用するための装置は、幅広い面の少なくとも１つに対して並んで配置された複数
の締め付け要素を含むことができる。この方法を実施するための機械は、締め付け要素間
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の距離を調整することができる。
【００２９】
　本発明による方法において、第１材料は、（周囲温度で）固体であり、熱可塑性を有す
る（すなわち、熱エネルギーを用いて液化可能である。以下、このような材料を「熱可塑
性材料」と呼ぶ）。第２材料も固体であり、第１材料が液化状態である場合、第１材料に
よって浸透可能である（すなわち、第２材料は、繊維状または多孔性であり、浸透可能な
表面構造を含むまたは圧力下で浸透に抵抗することができない）。特に、浸透可能な材料
は、剛性であり、実質的に弾性的な可撓性（エラストマー特性）を有しなく、実質的に塑
性変形しない。さらに、浸透可能な材料は、固定のために、液化した材料が流れ込むこと
ができるまたは押し付けられることができる（実際のまたは潜在的な）空間を含む。浸透
可能な材料は、例えば、繊維状または多孔性であるか、または、例えば（実際の浸透空間
を）適切に機械加工または塗布することによって作られた浸透可能な表面構造を含む。代
替的には、浸透可能な材料は、液化した熱可塑性材料の静圧下で、このような空間を形成
することができる。したがって、このような浸透可能な材料は、周囲条件下で、浸透不可
または非常に小さい程度で浸透可能である。この（潜在的な浸透空間を有する）特性は、
例えば、機械抵抗の観点では不均一性を意味する。この特性を有する材料の例として、多
孔性材料が挙げられる。多孔性材料の気孔には、細孔から押し出され得る材料、すなわち
、軟質材料と硬質材料の複合材料、または構成要素間の界面接着力が液化材料の浸透によ
って加えられた力よりも小さい（木材のような）異種材料で充填される。したがって、一
般に、浸透可能な材料は、構造の観点で（気孔、空洞などの「空き空間」）または材料組
成の観点で（変位可能な材料または分離可能な材料）のような不均一性を含む。
【００３０】
　特に、第２材料は、周囲温度で固体であるだけではなく、第１材料が表面構造に浸透す
るときに適用する条件下でも溶融しない。例えば、第２材料は、熱可塑性特性を有しない
材料、すなわち、熱可塑性材料とは異なる材料であってもよい。さらに、第２材料は、可
逆液化プロセスを受けないもの、または第１材料が流動可能になる温度よりも実質的に高
い溶融温度を有するものであってもよい。例えば、第２材料が溶融可能である場合、例え
ば、金属発泡体である場合、その溶融温度またはガラス転移温度は、第１材料のガラス転
移温度または溶融温度よりも、少なくとも５０℃、または少なくとも８０℃、または少な
くとも１００℃高い。
【００３１】
　固定するステップにおいて、エネルギーが対象物の一方または他方に適用される。実施
形態において、エネルギーは、特に、熱可塑性材料および浸透可能な材料をそれぞれ含む
挿入部および開口壁が締り嵌めによって互いに押し付けられている表面領域（固定領域）
に適用される熱として機能する。この熱によって、熱可塑性材料が液化され、締り嵌めに
よる圧力および／または押圧力による圧力によって、２つの材料が相互浸透し、必要な場
合、締り嵌めを少なくとも部分的に緩める。
【００３２】
　上述した方法の最後のステップにおいて、固定するステップに液化され、変位された熱
可塑性材料が再凝固するまで、エネルギーの供給を停止する。これによって、相互浸透領
域において、一種の複合材料が形成され、ポジティブフィット方式で２つの対象物を接続
する。
【００３３】
　上述したように、固定するステップにおいて熱可塑性材料を液化するために必要なエネ
ルギーは、２つの対象物のいずれか一方に供給されてもよい。実施形態において、これは
、機械振動、特に超音波振動の形で供給され、挿入部と開口壁との間の境界面で摩擦熱に
変換される。振動は、例えば、挿入部および開口壁の対向面に平行な主振動方向を有する
。したがって、横方向の固定を達成するために、開口の深さに実質的に平行な縦振動また
は開口の深さに実質的に平行な軸を有する回転振動が好ましい。
【００３４】
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　固定の前に締り嵌めの形成を含む実施形態において、締り嵌めを克服するために、挿入
部と開口壁との間に剪断荷重を適用することが必要である。この剪断荷重は、挿入部また
は開口壁の一方に対して他方に十分強い振動を適用することによって、または２つの対象
物の間に振動および付加的な剪断力を作用することによって引き起こされ得る。望ましく
ない移動、特に剪断力による２つの対象物の相対的な並進運動を防止するために、適切な
方法で後者を打ち消す必要がある。
【００３５】
　他の種類のエネルギー、例えば、電磁エネルギーの照射または対応する加熱（例えば、
誘導加熱または抵抗加熱）も適用可能である。この場合、締り嵌めが作用する場所に、適
切な吸収手段を設けなければならない。
【００３６】
　固定に関与する熱可塑性材料および浸透可能な材料は、挿入部の選択された表面および
開口壁のみに存在してもよい。例えば、挿入部は、非熱可塑性材料からなるコアと、熱可
塑性材料からなる被覆とを含むことができる。しかしながら、これらの材料は、２つの対
象物のより大きな部分を構成することもできる。したがって、２つの対象物は、異なる材
料からなる更なる部分を含むことができ、または熱可塑性材料または浸透可能な材料のい
ずれかのみを含むことができる。
【００３７】
　対向面の領域において、押し付けられている２つの表面の一方は、エネルギーダイレク
タとして機能する構造、すなわち主表面から突出する点状または線状要素を含むことがで
きる。
【００３８】
　締め付け力の適用を含む本発明による手法に加えてまたはその代わりに、第１対象物を
固定する方法は、固定するステップに溶融された第１対象物の熱可塑性材料を使用して、
第２対象物に存在し得る亀裂を癒すステップを含む。このステップは、特に、平面内（板
材平面に沿って）材料の流動に有利な挿入部設計と組み合わせることができる。このよう
な設計の例として、例えば、スイス特許出願０１ ５３９／１４の図２８、２９およびそ
の説明に記載されている。
【００３９】
　第２材料（浸透可能な材料）の例は、チップボード（本明細書において、「チップボー
ド」は、任意形状の木材粒子を接着剤と混合することによって製造され、製品の形状に関
係なく、例えば配向性のストランドボードを含む任意の複合材を指す）または木材などの
木質材料、もしくは金属またはセラミック発泡体、もしくは非熱可塑性（熱硬化性）ポリ
マ系の材料からなる多孔性構造体であってもよい。本発明による方法に適用できる浸透可
能な材料の具体例として、木材、合板、チップボード、段ボール、コンクリートレンガ材
料、多孔性ガラス、もしくは金属発泡体またはセラミック発泡体またはポリマ材料発泡体
、もしくは焼結セラミック材料または焼結ガラス材料または焼結金属材料などの固形材料
が挙げられる。これらの材料は、空間を含み、熱可塑性材料は、最初に空気または他の置
換可能な材料または圧縮可能な材料で充満されている空間に浸透することができる。さら
なる例として、上記の特性を有する複合材料、もしくは適切な粗さ、適切な機械加工表面
構造または（例えば、粒子からなる）適切な表面被覆を含む表面を有する材料が挙げられ
る。浸透可能な材料は、熱可塑性を有する場合、固定するステップの間に機械的強度を維
持するために、機械的に安定な相をさらに含む必要、または固定するステップに液化する
熱可塑性材料よりもかなり高い融点を有する必要がある。
【００４０】
　本発明による方法に適した熱可塑性材料は、締り嵌めを形成するステップの条件下で、
上述した浸透可能な材料と同様に固体である。好ましくは、熱可塑性材料は、臨界温度範
囲を超える場合、例えば溶融により固相から液相にまたは流動可能に変形し、臨界温度範
囲以下に冷却される場合、例えば結晶により固相に変形する（特に、Ｃ、Ｐ、ＳまたはＳ
ｉ鎖系）高分子相を含む。固相の粘度は、液相の粘度よりも数桁（少なくとも３桁以上）
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高い。一般に、熱可塑性材料は、非架橋結合でまたは溶融温度範囲以上に加熱されると可
逆的に打開する架橋結合で結合されているポリマ成分を含む。ポリマ材料は、充填剤をさ
らに含んでもよい。充填剤の例として、熱可塑性を有しない材料の繊維または粒子、また
は原重合体の溶融温度範囲よりもかなり高い溶融温度範囲を含む熱可塑性を有する材料の
繊維または粒子が挙げられる。
【００４１】
　本発明による方法に適用可能な熱可塑性材料の例として、熱可塑性ポリマ、共重合体ま
たは充填ポリマが挙げられる。原重合体または共重合体として、ポリエチレン、ポリプロ
ピレン、ポリアミド（特に、ポリアミド１２、ポリアミド１１、ポリアミド６、またはポ
リアミド６６）、ポリオキシメチレン、ポリカーボネートウレタン、ポリカーボネートま
たはポリエステルカーボネート、アクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）、アク
リルエステル－スチロール－アクリロニトリル（ＡＳＡ）、スチレン－アクリロニトリル
、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリエーテルイミ
ド（ＰＥＩ）、ポリスルホン（ＰＳＵ）、ポリ（ｐ－フェニレンスルフィド）（ＰＰＳ）
、液晶ポリマ（ＬＣＰ）などが挙げられる。ＬＣＰは、溶融後粘度が急激に低下し、浸透
可能な材料中の非常に微小な空間に浸透することができるため、特に注目される。
【００４２】
　通常、連結される２つの対象物のいずれか一方は、好ましくは最小のエネルギー損失で
、振動ツールが適用される対象物の近位側から、挿入部または開口が配置される遠位側に
振動エネルギーを伝送可能にする必要がある。この対象物が完全に熱可塑性材料から作ら
れた場合、熱可塑性材料は、（周囲温度で）少なくとも０．５ＧＰａ、好ましくは少なく
とも１．０ＧＰａの弾性係数を有する必要がある。
【００４３】
　本発明による方法に適した機械振動または機械震動は、好ましくは、２～２００ｋＨｚ
（さらに好ましくは、１０～１００ｋＨｚまたは２０～４０ｋＨｚ）の振動周波数と、毎
平方ミリメートルの活性表面に０．２～２０Ｗの振動エネルギーとを有する。振動ツール
（例えば、ソノトロード）は、例えば、その接触面が主にツールの軸方向に沿って、１～
１００μｍの振幅、好ましくは約１０～３０μｍの振幅で発振する（縦振動）ように設計
される。このような好ましい振動は、例えば、超音波溶接に知られている超音波装置によ
って生成される。
【００４４】
　また、本発明は、本発明の方法を実施するための機械に関する。本発明の機械は、挿入
部を少なくとも部分的に開口内に挿入することができる挿入機構と、固定のために、第１
材料の液化に適するエネルギーを第１対象物または第２対象物もしくは両者に供給するこ
とができる固定ツールと、挿入する間または固定する間もしくは両方の間に、第２対象物
に締め付け力を適用することができる締め付け機構とを備える。
【００４５】
　機械は、別々に設けられた挿入台と固定台とを備えることができ、締め付け機構は、少
なくとも固定台に締め付け力を適用することができる。
【００４６】
　代替的には、機械は、同一の台に挿入するステップおよび固定するステップを行うよう
に構成されることができる。このような実施形態において、機械は、例えば実質的な力を
加えず、挿入に適する位置に第１対象物を保持するように構成された把持装置を備えるこ
とができ、固定ツールは、第１対象物を隣接する把持装置に接触させ、且つ挿入部を開口
に挿入するように構成される。
【００４７】
　同様の（場合によって異なる）第２対象物の異なる固定部位に異なる第１対象物（例え
ば、取付部）を配置するための工程を同時に行うために、機械は、固定部位に対応する数
の締め付け部位を規定する複数の締め付け要素を備える。異なる第２対象物に対して方法
を実施するために、締め付け部位間の距離が調整可能である。
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【００４８】
　機械の締め付け要素の少なくとも一方は、締め付け力を解除した後、第２対象物から締
め付け要素の取り外しを容易にするように構成された非粘着性構造を含むことができる。
実施形態において、非粘着性構造は、例えば低摩擦材料で作られた非粘着性パッドおよび
／または締め付け要素と第２対象物との間の位置に解除ガスを供給するためのガス供給源
を含む。
【００４９】
　一グループの実施形態において、機械は、締め付け要素に締め付け力を適用するために
、加圧ガス（例えば、加圧空気）シリンダまたは油圧シリンダなどの加圧流体シリンダを
さらに備える。
【００５０】
　締め付け力を減衰／平均化するために、加圧ガスシリンダを設けてもよい。特に機械的
なロック装置において、加圧ガスシリンダを設けない場合、高すぎる圧力によって、第２
対象物の表面に損傷を引き起すことが予測される。
【００５１】
　本明細書に記載され且つ図面に図示されている概念の応用は、家具産業、特に顧客によ
る自己組立用に設計された家具を含む。この場合、第１対象物は、取付部であってもよく
、第２対象物は、板状断面を有する家具部品であってもよい。
【００５２】
　さらなる応用は、機械工学および製造の他の分科、例えば、自動車、航空、造船業界を
含む。本発明の方法は、建築業界の任意組成を有する軽量板材などにアンカーの取り付け
に適する。
【００５３】
　以下、図面を参照して、本発明および実施形態を実施する方法を説明する。図面は、模
式的なものである。図面において、同様の参照番号は、同一または類似する要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明に係る方法の一実施形態を示す図である。
【図２】締め付け力が２つの固定部位に同時に適用された例を示す図である。
【図３ａ】締め付け力が２つの固定部位に同時に適用された別の例を示す図である。
【図３ｂ】締め付け力が２つの固定部位に同時に適用された別の例を示す図である。
【図４】非粘着性パッドを有する締め付け要素を示す図である。
【図５】粘着を防止するための加圧空気の使用を示す図である。
【図６】締め付け面領域を示す図である。
【図７】締め付け面領域を示す図である。
【図８】圧力および振動を時間の関数として適用する例を示す図である。
【図９】締め付け力を時間の関数として適用する例を示す図である。
【図１０】屈曲レバー機構によって締め付け力を適用する原理を示す図である。
【図１１】可変距離を有する締め付け要素を備える機械によって、締め付け力を２つの固
定位置に同時に適用する原理を示す図である。
【図１２】同一の台で第１対象物を挿入し、その後固定する原理を示す図である。
【図１３】連続台で第１対象物を挿入し、その後固定する原理を示す図である。
【図１４】段差付き断面を有する第２対象物を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　好ましい実施形態の説明
　図１は、本発明に係る方法における第２対象物として、チップボードからなる板材１を
示す。この板材は、２つの対向する幅広い表面３と、ブラインド開口２を有する幅狭い側
面４とを有する。ヘッド部８と挿入部６とを有する取付要素５が、本方法の第１対象物と
して機能する。図示された実施形態における取付要素５は、熱可塑性材料、例えばポリア
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ミドを含む。一実施形態によれば、取付要素５は、完全にまたはほぼ完全に熱可塑性材料
から作られる。代替の実施形態において、取付要素５は、非熱可塑性材料からなるコアと
、熱可塑性材料からなる被覆とを含む。
【００５６】
　挿入部６は、開口２よりも僅かに大きめの断面を有する。よって、挿入部６が挿入され
た後、挿入部は、開口の軸線２０の方向に作用する締め付け力によって、開口２内に締り
嵌めで保持される。この締り嵌めにより、挿入部６の対向面１８，１９と開口２とは、互
いに対して押し付ける。その後の固定するステップにおいて、振動ツール、すなわちソノ
トロード１１を用いて、機械的な振動エネルギーを取付要素５に供給することによって、
取付要素５の熱可塑性材料の部分、好ましくは挿入部６を液化し、板材１の構造に浸透さ
せ、エネルギーの供給を停止した後に、上述の固定を達成する。
【００５７】
　挿入するステップおよび／または固定するステップの間に、締め付け力は、固定を行う
部位に適用される。図示の構成において、締め付け力は、可動締め付け要素２１と第２締
め付け要素としての支持体２２との間に適用される。
【００５８】
　締り嵌めを形成するステップを含む実施形態において、締め付け力は、締り嵌めの形成
ステップおよび固定するステップに適用され、両方のステップに対してより良好な耐性を
有するように開口２（または複数の開口）および浸透可能な材料を含む第２対象物１を強
化するように機能する。固定するステップの前に締り嵌めを形成するステップを含まず、
機械振動の適用中に挿入部の大きめの断面を挿入する実施形態においても、同様の強化を
もたらす。
【００５９】
　適用される締め付け力は、例えば、可動締め付け要素２１を概略的に図示された加圧ガ
スまたは空気シリンダ１６、油圧シリンダまたは機械的なネジに接続することによって達
成され得る。特に、空気シリンダおよび油圧シリンダは、空気圧または油圧を制御するこ
とによって締め付け圧力を制御できるため、便利である。
【００６０】
　図２は、締り嵌めの形成ステップおよび固定するステップに対してより良好な耐性を有
するように、開口２（または複数の開口）および浸透可能な材料を含む第１対象物１を強
化する例を示す。同様に、対象物１は、例えばチップボードであり、開口は、幅狭い側面
から延伸する。図２は、幅狭い側面４の方向から板材１を見た図であり、左手側の図が締
り嵌めを形成するステップの前の板材を示し、中間の図が締り嵌めを形成するステップと
固定するステップとの間の板材を示し、右手側の図が固定するステップ後の板材を示して
いる。締り嵌めを形成するステップの前に、板材は、一対の締め付け顎２１，２２の間に
締め付けられることによって強化される。締め付けは、締り嵌めを形成する際に板材の幅
広い表面３が外側へ膨出することによって形成される締り嵌めを弱めることを防止する。
したがって、締め付けによって、締め付けをしない場合に形成される締り嵌めよりも強い
締り嵌めを形成することができるため、より強い固定を形成することができる。固定する
ステップにおいて取付要素５の熱可塑性材料を少なくとも部分的に液化することによって
、締り嵌めの応力が実質的に緩和されるため、固定するステップの後に締め付けを解除し
てもよい。
【００６１】
　図２に図示された構成は、複数の固定部位を覆う締め付け要素の例であり、すなわち、
複数の開口が２つの締め付け要素２１，２２の間に位置する。しかしながら、別個の締め
付け要素を用いて、締め付け力を複数の締め付け位置に同時にまたは別々に適用すること
も可能であり、しばしば有利である。図３ａは、幅広い板面３の方向から見た板材１の例
を示す。板材１は、４つの固定部位２６，２７，２８，２９を含む。締り嵌め（もしあれ
ば）を形成するステップおよび／または固定するステップにおいて、複数の第１可動締め
付け要素２１が使用される。図示された構成において、固定部位２６，２７，２８，２９
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は、対向する２つの幅狭い側面に設けられている。したがって、同一の幅狭い側面４に位
置する少なくとも（２つの）固定部位２６，２７または２８，２９に対する締め付けおよ
び締り嵌めの形成ステップ／固定するステップを同時に行うことができる。場合によって
、４つの固定部位２６，２７，２８，２９に、同様のステップを同時に行うことも可能で
ある。
【００６２】
　図３ｂに示すように、板材１は、幅狭い側面４の一方から見たものであり、対応の対向
締め付け要素は、支持体２４上の第２締め付け要素２５である。また、板材１を（締め付
け要素として機能する）支持体２４の上面に直接に配置してもよく、例えば締め付け顎に
属する可動な第２締め付け要素を使用してもよい。
【００６３】
　締め付け要素が板材１に相当の圧力（チップボードが浸透可能な材料からなり、取付部
５が約７ｍｍ直径の挿入部６を有する例において、必要な締め付け圧力が０．４Ｎ／ｍｍ
２を超える）を適用するため、板材１の表面特性によって、締め付け圧力を解除するとき
に、締め付け要素２１，２５が幅広い表面に粘着する危険性がある。粘着危険性を避ける
ために、図４に概略的に示すように、締め付け要素２１，２５に非粘着性パッドまたは表
面被覆３２を設けてもよい。このような非粘着性パッドまたは表面被覆３２は、例えば、
商標テフロン（登録商標）で販売されているＰＴＦＥを含む。非粘着性パッドまたは表面
被覆３２は、ステンレス鋼などの従来の機械材料で作られた締め付け要素本体３１によっ
て支持されてもよい。
【００６４】
　粘着危険性に対処する別の可能な実現例は、図５に示される。この実現例において、締
め付け要素２１には、板材１の幅広い表面３に向かって開口する空気チャネル３５が設け
られ、締め付け工程の後、空気チャネルを介して加圧空気を吹き込むことによって、板材
１の幅広い表面３から締め付け２１を解放する。
【００６５】
　図６は、処理のために締め付け面の面積を最適化する原理を示している。熱可塑性材料
が液化すると、ある種の複合材料を形成する相互浸透ゾーン４１は、幅広い側面の平面に
垂直な投影において、挿入部６の寸法を僅かに超える面積を有する。必要に応じて、締め
付け面４２は、相互浸透ゾーン４１を少し超えて延在するように、相互浸透ゾーン４１を
覆うことが有利である。場合によって、（図１の概略図に示されているものとは対照的に
）締め付け面４２が幅広い表面３と幅狭い側面４との間の縁部まで延在することが有利で
ある。その理由は、一部の材料に対して、この縁部が損傷を受け易いからである。好まし
くは、締め付け面４２の面積は、締め付け要素２１に面し且つ締め付け要素２１が押し付
けられる幅広い表面３の全面積の５分の１またはそれよりも小さい。
【００６６】
　図６において、締め付け面４２が矩形であると示されているが、図７に示す台形を含む
他の形状の締め付け面４２も可能である。図７において、板材の縁部は、右側（図６と同
様の向き）に位置する。
【００６７】
　図８および９は、締め付け圧力と挿入および／または機械エネルギーの供給とを協調す
る実現例を示している（図８において、Ｕは、供給された超音波振動のパワーを示し、Ｐ
は、圧力を示す。図９において、Ｆｉは、干渉力を示し、Ｆｃは、締め付け力を示す。両
図において、ｘ軸は、時間に対応する）。
【００６８】
　図８に示すように、締め付け圧力５１は、機械エネルギー５２を供給する前に加えるこ
とができる。このことは、以下にさらに説明するように、例えば、挿入および可能であれ
ば締り嵌めを同一の台で行う場合に、有利であり得る。この場合、締め付け力は、挿入部
を開口内に押し込む時にまたはその直前に、加えられてもよい。固定するステップの前に
締り嵌めを形成しない場合、最初に低い締め付け力を加えるまたは固定するステップを開
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始するときのみ加える。エネルギーの供給は、締め付け力を解除する前（５２ａ）に、同
時にまたはその後（５２ｂ）に停止してもよい。後者の場合、すなわち、締め付け力を解
除した後（５２ｂ）に、エネルギーの供給を停止する場合、液化および浸透が干渉力に実
質的な低減を引き起こす前に、締め付け力がまだ解除されていないため、有益である。
【００６９】
　図９は、液化プロセスによって干渉力５４を緩和した後、締め付け力５５を停止するこ
とができることを示している。図示のように、各々の力の開始は、同期される。同期を最
適化することによって、遅延時間を最小化することができる。
【００７０】
　図示のように、両方の曲線の交点が板材の損傷閾値を下回る限り、初期の干渉力は、締
め付け力よりも高くてもよい。
【００７１】
　また、板材が割れに対してある程度の初期抵抗力を有するため、締め付け力を干渉力よ
りも高くする必要がなく、実際には、締め付け力、損傷閾値および安全域の合計のみを干
渉力よりも高くする必要がある。
【００７２】
　一定の圧力または押圧力／圧力プロファイルを適用するの代わりに、締め付けステップ
の間に、締め付け要素を相対的な定位置に保持することによって、締め付け力を適用する
ことができる。その後、挿入部の挿入が板材に拡張力を加え始めるまで、締め付け力をゼ
ロまたは非常に小さくしてもよい。
【００７３】
　図１０は、上述した定位置を利用する機構を非常に概略的に示している。締め付け要素
２１は、第１レバーアーム６１．１と第２レバーアーム６１．２とを含む屈曲レバーによ
って保持され、第２レバーアームは、カウンタアーム６４に接続される。カウンタアーム
６４は、例えば支持体２２と共に、荷重フレームを形成し、支持体２２に対して一定の距
離に保持される。プロセスの開始時に、例えば、（任意の適切な手段によって）屈曲レバ
ーを矢印の方向に移動することによって、屈曲レバーを正しい位置に位置させる。図面に
は、屈曲レバーが中立点を少し越えて移動される位置に、ストップ６５が設けられている
。これによって、屈曲レバーは、自己ロックになり、締め付け外力を適用する必要がない
。
【００７４】
　２つの締め付け要素間の距離を固定する他のロック機構も使用可能である。
　図１１は、可変で調整可能な距離Ｄを有する締め付け要素２１を備える製造機械を提供
する実現例を概略的に示している。これにより、機械は、平行な取付要素５を異なる距離
Ｄで挿入することができ、適応性が非常に高くなると共に、締め付け要素２１によって、
関連する位置で、すなわち取付要素５の現在位置で、締め付けを達成することができる。
【００７５】
　前述したように、本方法を実施する機械は、挿入部を開口内に挿入するための手段と、
同一の台または異なる台で固定するステップを行うための手段とを備えてもよい。図１２
は、挿入するステップと固定するステップの両方を行うための台を示している。
【００７６】
　把持部７１は、実質的に圧力を適用することなく、挿入のために第１対象物（取付要素
５）を適所に保持するために使用される。挿入するステップにおいて、取付要素５を開口
２内に保持するのに十分な深さで挿入部６を開口２に挿入するまで、ソノトロード１１は
、押圧力を適用する。可能であれば、締り嵌めを形成するまで、押圧力を適用する。
【００７７】
　その後、固定するステップを行うために把持部７１を取り外し、ソノトロード１１は、
押圧力を継続的にまたは再び適用しながら、機械エネルギーを取付要素５に供給し始める
。締め付け力は、固定するステップの間および／または挿入するステップの間に、好まし
くは挿入するステップおよび固定するステップの間に、締め付け要素２１および支持体２
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【００７８】
　図１３は、２つの台、すなわち、第１対象物（ここでは、取付要素５）を第２対象物（
ここでは、板材１）の開口２に挿入するための挿入台８１と、ソノトロード１１が機械的
な振動エネルギーを取付要素５に適用するための固定台８２とを備える機械を示している
。挿入台８１で取付要素５を板材１に挿入した後、板材１は、固定台８２に移動され、固
定工程を行う。一般的には、（図示された構成を含む）挿入および固定するための異なる
台を有する実施形態において、以下の実現例が実施可能である。
【００７９】
　第１実現例（図１３の図示）によれば、挿入台８１には、締め付け要素が設けられてい
ない。締め付け要素２１などによって適用される締め付け力は、固定台８２で行われる固
定工程のみに適用される。
【００８０】
　第２実現例によれば、締め付け力は、挿入台８１で行われる挿入するステップの間に適
用され、その後解除され、固定台８２で行われる固定するステップの間に再び適用される
。
【００８１】
　第３実現例によれば、固定台８２には、締め付け要素が設けられていない。締め付け力
は、挿入台８１で行われる挿入工程のみに適用される。
【００８２】
　第４実現例によれば、締め付け力は、挿入台８１に適用され、移動の間および固定台８
２で行われる固定するステップの少なくとも初期に維持される。その実現は、例えば、機
械的な締め付け具を挿入台８１上の板材に取り付け、その後、板材１と共に移動すること
によって締め付け力を適用し、挿入物部６の少なくとも一部が液化した後に、固定台８２
で機械的な締め付け具を解除することによって達成される。代替的には、締め付け板材１
と共に移動する機構を設けてもよい。この場合、必要に応じて、締め付け機構は、板材１
を保持すると同時に、挿入台８１から固定台８２への相対移動を実行するまたはこれに寄
与することができる。
【００８３】
　図１４は、第２対象物および取付要素５の挿入部６の段差付き断面とを示している。第
１断面（直径ｄ１）は、板材１の開口２の断面にほぼ一致しており、または板材１の開口
２の断面よりも僅かに小さい。よって、対応する第１挿入部分６．１は、板材１に実質的
な干渉力を適用することなく、開口２に挿入され得る。第２断面（直径ｄ２）は、大きめ
であり、すなわち、第２挿入部分６．２の断面である第２断面は、板材１の開口２の断面
よりも大きい。よって、第２挿入部分６．２を挿入することにより、締り嵌めが形成され
る。上述した第１実現例に従った機械において、挿入台は、実質的な干渉力を生じないよ
うに、図１４に示す程度まで挿入部を導入することができる。この段差付き断面（または
、より遠位位置よりも近位位置で少なくとも局所的に大きい他の断面）は、挿入台に締め
付け具を設けない方法／機械と組み合わせる時に、魅力的である。その後、固定台でソノ
トロードによって第２挿入部分６．２を開口２内に押し込む時に、まず取付要素を締め付
ける必要がある。
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